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川崎市手数料条例の一部を改正する条例 改正概要 

１ 条例の趣旨 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２２７条の規定に基づき徴収する手数料（別

に定めるものを除く）に関し、必要な事項を定めるための条例。 

２ 改正概要 

（１） 租税特別措置法施行令の一部改正に伴う所要の整備 

租税特別措置法施行令の一部改正（平成２９年３月３１日公布、平成２９年４月１日施

行）により、同施行令第２５条の４第１０項（中高層耐火建築物等の取得のための買換え

及び交換に係る譲渡所得の課税の特例について、中高層耐火建築物等の取得期間の延長

期限に係る規定）が加えられたことに伴い、条例において引用している同条第１６項（中

高層耐火建築物等を取得することが困難である特別な事情に係る規定）が第１７項に繰

り下げられたため、所要の整備を行う。 

<条例の改正内容（条例第２条）> 

第２７９号（特定民間再開発事業における地区外転出事情認定の審査に関する手数料）

旧 「租税特別措置法施行令第２５条の４第１６項」 

⇒ 新 「租税特別措置法施行令第２５条の４第１７項」 

（２） 地方税法施行令の一部改正に伴う所要の整備 

地方税法施行令の一部改正（平成２９年３月３１日公布、平成２９年４月１日施行）に

より、同施行令附則第１２条第２２項及び第２３項（サービス付き高齢者向け住宅である

貸家住宅に対する固定資産税の減額に係る規定）が加えられたことに伴い、条例において

引用している同施行令附則第１２条第２４項（地震に対する安全性に係る基準に係る規

定）が第２６項に繰り下げられたため、所要の整備を行う。 

<条例の改正内容（条例第２条）> 

第２８１号（耐震改修が行われた住宅が地震に対する安全性に係る基準に適合する旨

の証明書の交付に関する手数料） 

第２８２号（耐震改修が行われた家屋が地震に対する安全性に係る基準に適合する旨

の証明書の交付に関する手数料） 

旧 「地方税法施行令附則第１２条第２４項」 

⇒ 新 「地方税法施行令附則第１２条第２６項」 

（３） 施行期日 

  公布の日から施行する。 
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川崎市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表

改正後 改正前 

○川崎市手数料条例 

昭和25年３月29日条例第６号

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交

付又は検査の際、請求者から徴収する。ただ

し、第269号の手数料については、月ごとに徴

収することができる。 

(1)～(278) 略 

(279) 租税特別措置法施行令第25条の４第17

項に規定する事情があることについての認定

の申請に対する審査 １件につき 24,000円 

(280) 略 

(281) 地方税法附則第15条の９第１項の規定

に基づく同項に規定する耐震改修が行われた

住宅が地方税法施行令（昭和25年政令第245

号）附則第12条第26項に掲げる基準に適合す

る旨の証明書の交付 １件につき 300円 

(282) 地方税法附則第15条の10第１項の規定

に基づく同法附則第15条の９第１項に規定す

る耐震改修が行われた家屋が地方税法施行令

附則第12条第26項に規定する基準に適合する

旨の証明書の交付 １件につき 300円 

(283)～(285) 略 

○川崎市手数料条例 

昭和25年３月29日条例第６号

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交

付又は検査の際、請求者から徴収する。ただ

し、第269号の手数料については、月ごとに徴

収することができる。 

(1)～(278) 略 

(279) 租税特別措置法施行令第25条の４第16

項に規定する事情があることについての認定

の申請に対する審査 １件につき 24,000円 

(280)  略 

(281) 地方税法附則第15条の９第１項の規定

に基づく同項に規定する耐震改修が行われた

住宅が地方税法施行令（昭和25年政令第245

号）附則第12条第24項に掲げる基準に適合す

る旨の証明書の交付 １件につき 300円 

(282) 地方税法附則第15条の10第１項の規定

に基づく同法附則第15条の９第１項に規定す

る耐震改修が行われた家屋が地方税法施行令

附則第12条第24項に規定する基準に適合する

旨の証明書の交付 １件につき 300円 

(283)～(285) 略 
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租税特別措置法施行令（平成２９年政令第１１４号、平成２９年４月１日施行）新旧対照表 

新 旧 

○租税特別措置法施行令 ○租税特別措置法施行令 

昭和32年3月31日号外政令第43号 昭和32年3月31日号外政令第43号 

（略） （略） 

（既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物

等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得

の課税の特例） 

第二十五条の四 

１～９（略）  

１０ 法第三十七条の五第二項において準用する法

第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同

条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日か

ら起算して二年以内の日で法第三十七条の五第一

項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をするこ

とができるものとして同条第二項において準用す

る法第三十七条第八項の所轄税務署長が認定した

日とする。 

１１～１６（略） 

１７ 法第三十七条の五第五項に規定する政令で定

める場合は、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げ

る資産の譲渡をした個人及び第二項に規定する建

築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人に

つき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者

の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情

により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち

同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築

物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の

用に供することが困難であると認められる事情が

あるものとして認定をした場合とする。 

１８～２１（略） 

（略） 

（既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物

等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得

の課税の特例） 

第二十五条の四 

１～９（略）  

（新設） 

１０～１５（略） 

１６ 法第三十七条の五第五項に規定する政令で定

める場合は、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げ

る資産の譲渡をした個人及び第二項に規定する建

築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人に

つき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者

の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情

により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち

同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築

物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の

用に供することが困難であると認められる事情が

あるものとして認定をした場合とする。 

１７～２０（略） 

（略） 
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地方税法施行令（平成２９年政令第１１８号、平成２９年４月１日施行）新旧対照表 

新 旧 

○地方税法施行令 ○地方税法施行令 

昭和25年7月31日号外政令第245号 昭和25年7月31日号外政令第245号 

（略） （略） 

附 則 

（略） 

（固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新

築住宅等の範囲） 

第十二条 

１～２１（略）  

２２ 法附則第十五条の八第四項に規定する政令で

定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げ

るサービス付き高齢者向け貸家住宅の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

一、二 （略） 

２３ 法附則第十五条の八第四項に規定する専ら住

居として貸家の用に供される部分以外の部分を有

する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅は、次

に掲げるサービス付き高齢者向け貸家住宅とする。 

一、二 （略） 

２４、２５ （略） 

２６ 法附則第十五条の九第一項に規定する地震に

対する安全性に係る基準として政令で定める基準

は、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定

する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して

定める地震に対する安全性に係る基準とする。 

２７～５６（略）  

（略）  

附 則 

（略） 

（固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新

築住宅等の範囲） 

第十二条 

１～２１（略）  

（新設） 

（新設） 

２２、２３ （略） 

２４ 法附則第十五条の九第一項に規定する地震に

対する安全性に係る基準として政令で定める基準

は、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定

する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して

定める地震に対する安全性に係る基準とする。 

２５～４４（略） 

（略）  
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